
水防計画 新旧対照表 

1 

現 行 修 正（令和８年６月） 備考 

（略） 

第４章 予報及び警報 

第１節 水防活動に用いられる予報及び警報等の種類等 

 

水防活動に用いられる予報及び警報等の種類及び発表機関等は、次のとおりである。 

区分 種類 発表機関 摘要 

気象予報警報 

 

法第10条第1項 

気象業務法第14条の2

第1項 

水防活動用気象注意報・

大雨警報 

水防活動用洪水注意報・

洪水警報 

水防活動用高潮注意報・

高潮警報 

函館地方気象台 一般の利用に適合する

注意報、警報及び特別

警報の発表をもって代

える。なお、水防活動

の利用に適合する特別

警報は設けられていな

い。 

（第４章第２節） 

水防活動用津波注意報・

津波警報 

気象庁又は大阪

管区気象台 

水防警報 

 

（法第16条） 

待機・準備・出動・指示・

解除 

函館開発建設部 

渡島総合振興局 

指定河川地域の水防権

利団体に水防活動を行

う必要があることを警

告して発表 

（第４章第４節） 

 

第２節 気象庁が行う予報及び警報 

 

第１ 気象台が発表又は伝達する注意報及び警報 

函館地方気象台長は、気象等の状況により洪水、津波叉は高潮のおそれがあると認められるとき

は、その状況を函館開発建設部長及び渡島総合振興局長に通知するとともに、必要に応じ報道機関の

協力を求めて、これを一般に周知させるものとする。 

水防活動の利用に適合する（水防活動用）注意報及び警報は、指定河川洪水予報を除き、一般の利

用に適合する注意報、警報及び特別警報をもって代える。 

なお、水防活動の利用に適合する特別警報は設けられていない。 

 

 

 

（略） 

第４章 予報及び警報 

第１節 水防活動に用いられる予報及び警報等の種類等 

 

水防活動に用いられる予報及び警報等の種類及び発表機関等は、次のとおりである。 

区分 種類 発表機関 摘要 

気象予報警報 

 

法第10条第1項 

気象業務法第14条の2

第1項 

水防活動用気象注意報・

大雨警報 

水防活動用洪水注意報・

洪水警報 

水防活動用高潮注意報・

高潮警報 

函館地方気象台 一般の利用に適合する

注意報、警報、危険警

報及び特別警報の発表

をもって代える。なお、

水防活動の利用に適合

する特別警報は設けら

れていない。 

（第４章第２節） 

水防活動用津波注意報・

津波警報 

気象庁又は大阪

管区気象台 

水防警報 

 

（法第16条） 

待機・準備・出動・指示・

解除 

函館開発建設部 

渡島総合振興局 

指定河川地域の水防権

利団体に水防活動を行

う必要があることを警

告して発表 

（第４章第４節） 

 

第２節 気象庁が行う予報及び警報 

 

第１ 気象台が発表又は伝達する注意報及び警報 

函館地方気象台長は、気象等の状況により洪水、津波叉は高潮のおそれがあると認められるとき

は、その状況を函館開発建設部長及び渡島総合振興局長に通知するとともに、必要に応じ報道機関の

協力を求めて、これを一般に周知させるものとする。 

水防活動の利用に適合する（水防活動用）注意報及び警報は、指定河川洪水予報を除き、一般の利

用に適合する注意報、警報、危険警報及び特別警報をもって代える。 

なお、水防活動の利用に適合する特別警報は設けられていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たな防災気

象情報に伴う

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



水防計画 新旧対照表 

2 

現 行 修 正（令和８年６月） 備考 

（１）水防活動の利用に適合する注意報、警報の種類等 

水防活動の利用に適合する注意報、警報の種類と対応する一般の利用に適合する注意報、警報、特

別警報の種類及びそれらの発表基準は、次のとおりである。 

水防活動の利 

用に適合する 

注意報・警報 

一般の利用に適 

合する注意報・  

警報・特別警報 
発表基準 

水防活動用 

気象注意 報 
大雨注意報 大雨による災害が発生するおそれがあると予想したとき 

水防活動 用 

 気 象 警 報 

大 雨 警 報 
大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想し

たとき 

大雨特別警報 
大雨による重大な災害が発生する恐れが著しく大きいと

予想したとき 

水防活動 用 

洪水注意 報 
洪水注意報 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、災害が発生

するおそれがあると予想したとき 

水防活動 用 

洪 水 警 報 
洪 水 警 報 

大雨、長雨、融雪などにより河川が増水し、重大な災害

が発生するおそれがあると予想したとき 

水防活動 用 

高潮注意 報 
高潮注意報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇により災害が発

生するおそれがあると予想したとき 

水防活動 用 

 高 潮 警 報 

高 潮 警 報 
台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重大な災

害が発生するおそれがあると予想したとき 

高潮特別警報 
台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重大な災

害が発生するおそれが著しく大きいと予想したとき 

水防活動 用 

津波注意 報 
津波注意報 津波により災害が発生するおそれがあると予想したとき 

水防活動 用 

津 波 警 報 

津 波 警 報 
津波により重大な災害が発生するおそれがあると予想し

たとき 

津波特別警報 
津波により重大な災害が発生するおそれが著しく大きい

と予想したとき（なお「大津波警報」の名称で発表す

る） 

※ 一般の利用に適合する洪水の特別警報は設けられていない。 

 

 

（１）水防活動の利用に適合する注意報、警報の種類等 

水防活動の利用に適合する注意報、警報の種類と対応する一般の利用に適合する注意報、警報、危

険警報、特別警報の種類及びそれらの発表基準は、次のとおりである。 

水防活動の利用に適

合する警報・注意報 

一般の利用に適合

する警報・注意報 
概  要 

水防活動用 

気象警報 

レベル３大雨警報 
大雨により重大な浸水害が発生するおそれがあると予

想されたときに発表される。 

レベル４大雨危険

警報 

大雨による重大な浸水害が起こるおそれが大きいと予

想されたときに発表される。 

レベル５大雨特別

警報 

大雨による重大な浸水害が発生するおそれが著しく大

きいと予想されたときに発表される。 

水防活動用 

津波警報 

津波警報 
津波により沿岸部や川沿いにおいて重大な災害が発生

するおそれがあると予想されたときに発表される。 

津波特別警報（大

津波警報の名称で

発表） 

津波により沿岸部や川沿いにおいて重大な災害が発生

するおそれが著しく大きいと予想さたときに発表され

る。 

水防活動用 

高潮警報 

レベル３高潮警報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇により重大な

災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表

される。 

レベル４高潮危険

警報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重大な

災害が発生するおそれが大きいと予想されたときに発

表される。 

レベル５高潮特別

警報 

台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であるた

め重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想

されたときに発表される。 

水防活動用 

洪水警報 

レベル３氾濫警報

又はレベル３大雨

警報 

大雨、河川の上流域での降雨、融雪等による河川の増

水により、重大な災害が発生するおそれがあると予想

されたときに発表される。 

レベル４氾濫危険

警報又はレベル４

大雨危険警報 

大雨、河川の上流域での降雨、融雪等による河川の増

水により、重大な災害が発生するおそれが大きいとき

に発表される。 

レベル５氾濫特別

警報又はレベル５

大雨特別警報 

大雨、河川の上流域での降雨、融雪等による河川の増

水により、災害が切迫または既に発生しているおそれ

が著しく大きく、身の安全の確保が必要な場合に発表

される。 
 

 

 

 

 

 

新たな防災気

象情報に伴う

修正 
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現 行 修 正（令和８年６月） 備考 

 

 

 

 

水防活動の利用に適

合する警報・注意報 

一般の利用に適合す

る警報・注意報 
概  要 

水防活動用 

気象注意報 
レベル２大雨注意報 

大雨により浸水害が発生するおそれがあると予想され

たときに発表される。 

水防活動用 

津波注意報 
津波注意報 

津波により沿岸部において災害が発生するおそれがあ

ると予想されたときに発表される。 

水防活動用 

高潮注意報 
レベル２高潮注意報 

台風や低気圧等による海面の異常な上昇により重大な

災害が予想されたときに発表される。 

水防活動用 

洪水注意報 

レベル２氾濫注意報

又はレベル２大雨注

意報 

大雨、河川の上流域での降雨、融雪等による河川の増

水により、災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表される。 

 

 

 

 

 

 

 

新たな防災気

象情報に伴う

修正 
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現 行 修 正（令和８年６月） 備考 

（２）大雨警報・洪水警報等を補足する情報 

気象庁は、注意報、警報、特別警報を補足する情報として、浸水キキクル（大雨警報（浸水害）の

危険度分布）、洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）及び流域雨量指数の予測値を発表する。これ

らの概要は次のとおりである。 

 種 類 内 容 

浸 水 キ キ ク ル 

（大雨警報（浸水

害）の危険度分布） 

 短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上

で１㎞四方の領域ごとに 5段階に色分けして示す情報。1時間先ま

での表面雨量指数の予測を用いて常時 10分ごとに更新しており、大

雨警報（浸水害）等が発表されたときに、危険度が高まっている場

所を面的に確認することができる。 

洪 水 キ キ ク ル 

（洪水警報の危険

度分布） 

 指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及

びその他河川）の洪水害発生の危険度の高まりの予測を地図上で概

ね１㎞ごとに 5段階に色分けして示す情報。3時間先までの流域雨

量指数の予測を用いて常時 10分ごとに更新しており、洪水警報等が

発表されたときに、危険度が高まっている場所を面的に確認するこ

とができる。 

流域雨量指数の予

測値 

 指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及

びその他河川）の、上流域での降雨による、下流の対象地点の洪水

危険度の高まりの予測を、洪水警報等の基準への到達状況に応じて

危険度を色分けした時系列で示す情報。6時間先までの雨量分布の

予測（降水短時間予報等）を用いて常時 10分ごとに更新している。 

 

 

 

 

（２）大雨警報・洪水警報等を補足する情報 

気象庁は、注意報、警報、危険警報、特別警報を補足する情報として、大雨キキクル（浸水キキク

ル及び洪水キキクル）及び流域雨量指数の予測値を発表する。これらの概要は次のとおりである。 

種  類 概  要 

浸水 

キキクル 

 

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km 四方

の領域ごとに５段階に色分けして示す情報。１時間先までの表面雨量指数の予

測を用いて常時 10分ごとに更新しており、大雨の警報等が発表されたときに、

危険度が高まっている場所を面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要があると

される警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル４に

相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとされる警戒

レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自

らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

洪水 

キキクル 

 

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他河

川）の洪水災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね１km

ごとに５段階に色分けして示す情報。３時間先までの流域雨量指数の予測を用

いて常時 10分ごとに更新しており、大雨の警報等が発表されたときに、危険

度が高まっている場所を面的に確認することができる。 

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要があると

される警戒レベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所から避難する必要があるとされる警戒レベル４に

相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等が危険な場所から避難する必要があるとされる警戒

レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自

らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。 

流域雨量指

数の予測値 

各河川の、上流域での降雨による、下流の対象地点の洪水危険度（大河川にお

いては、その支川や下水道の氾濫などの「湛水型内水氾濫」の危険度）の高ま

りの予測を、警報等の基準への到達状況に応じて危険度を色分けした時系列で

示す情報。流域内における雨量分布の実況と６時間先までの予測（解析雨量及

び降水短時間予報等）を用いて常時 10分ごとに更新している。 

大雨 

キキクル 

浸水キキクルと洪水キキクルのメッシュを重ね合わせ、危険度の高い色を優先

的に表示したもの。 

（略） 

 

 

 

 

 

新たな防災気

象情報に伴う

修正 
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現 行 修 正（令和８年６月） 備考 

第２ 警報等の伝達経路及び手段 

（１）洪水等の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二重線）で囲まれている機関は、気象業務法の規定に基づく水防活動用気象等警報の通知先 

は、放送 

（※１）ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本には、水防活動用気象等注意報の通知は行わない。 

（※２）第２８普通科連隊、函館方面本部、函館海上保安本部、函館運輸支局、北海道電力（株） 等 

 

第２ 警報等の伝達経路及び手段 

（１）洪水等の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二重線）で囲まれている機関は、気象業務法の規定に基づく水防活動用気象等警報の通知先 

は、放送 

（※１）ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本には、水防活動用気象等注意報の通知は行わない。 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道計画 

現状に即した

修正 
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現 行 修 正（令和８年６月） 備考 

（２）津波の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二重線）で囲まれている機関は、気象業務法の規定に基づく大津波警報・警報の通知先 

（二重線）は、特別警報が発表された際の気象業務法の規定に基づく通知もしくは周知の義務付けられて 

いる伝達経路 

は、放送・無線 

（※１）緊急速報メールは、大津波警報・津波警報が発表されたときに、携帯電話事業者を通じて関係するエリアに 

配信される。 

（※２）ＮＴＴ東日本・西日本には、大津波警報及び津波警報のみ伝達 

 

 

 

（２）津波の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二重線）で囲まれている機関は、気象業務法の規定に基づく大津波警報・警報の通知先 

（二重線）は、特別警報が発表された際の気象業務法の規定に基づく通知もしくは周知の義務付けられて 

いる伝達経路 

は、放送・無線 

（※１）緊急速報メールは、大津波警報・津波警報が発表されたときに、携帯電話事業者を通じて関係するエリアに 

配信される。 

（※２）ＮＴＴ東日本・西日本には、大津波警報及び津波警報のみ伝達 

 

 

 

 

 

 

 

 

道計画 

現状に即した

修正 

 

 

（追加） 
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現 行 修 正（令和８年６月） 備考 

第３節 水位周知河川における水位到達情報 

第１ 種類及び発表基準等 

知事は、知事が指定した河川について、水位が氾濫危険水位（法 13条第 1項及び第 2項に規定さ

れる洪水特別警戒水位）に達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して水防管理者及び

量水標管理者に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に周知させるものと

する。 

また、知事が指定した河川について通知した知事は、避難情報発令の判断に資するため、関係市町

村長にその通知に係る事項を通知するものとする。 

氾濫注意水位（警戒水位）、避難判断水位への到達情報（氾濫注意水位を下回った場合の情報（氾

濫注意情報の解除）を含む。）、氾濫発生情報の発表は、可能な範囲で行うこととする。 

発表する情報の種類、基本的な発表基準は次のとおりである。 

種 類 発表基準 

氾濫注意情報 基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に到達したとき 

氾濫警戒情報 基準地点の水位が避難判断水位に到達したとき 

氾濫危険情報 基準地点の水位が氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に到達したとき 

氾濫発生情報 氾濫が発生したとき 

（追加）  

 

 

（略） 

 

 

第３節 水位周知河川における水位到達情報 

第１ 種類及び発表基準等 

知事は、知事が指定した河川について、水位が氾濫危険水位（法 13条第 1項及び第 2項に規定さ

れる洪水特別警戒水位）に達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して水防管理者及び

量水標管理者に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に周知させるものと

する。 

また、知事が指定した河川について通知した知事は、避難情報発令の判断に資するため、関係市町

村長にその通知に係る事項を通知するものとする。 

氾濫注意水位（警戒水位）、避難判断水位への到達情報（氾濫注意水位を下回った場合の情報（氾

濫注意情報の解除）を含む。）、氾濫発生情報の発表は、可能な範囲で行うこととする。 

発表する情報の種類、基本的な発表基準は次のとおりである。 

種 類 発表基準 

氾濫注意情報 基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に到達したとき 

氾濫警戒情報 基準地点の水位が避難判断水位に到達したとき 

氾濫危険情報 基準地点の水位が氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に到達したとき 

氾濫発生情報 氾濫が発生したとき 

氾濫注意情報 

解除 

氾濫発生情報、氾濫危険情報、氾濫啓開情報又は氾濫注意情報を発表中

に、基準水位観測所の水位が氾濫注意水位を下回り、氾濫のおそれがな

くなったとき 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道計画 

氾濫注意情報

（警戒情報解

除）の欄を追加 
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現 行 修 正（令和８年６月） 備考 

第４節 水防警報 

（略） 

第３ 道が行う水防警報 

（略） 

（２）水防警報の伝達経路 

道が行う水防警報の伝達経路図は、次のとおりである。 

 

※  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 道が北斗市に通知する場合 

          

 

第４ 津波時の河川に関する水防警報 

（１）種類及び発表基準 

知事は、知事が指定した河川について水防警報をしたときは、関係水防管理者その他水防に関係

ある機関に通知するものとする。 

水防警報の種類、内容及び発表基準は、次のとおりである。ただし、「待機」は気象庁の津波警

報が発表されると自動的に発表したものとする。 

 

 

 

第４節 水防警報 

（略） 

第３ 道が行う水防警報 

（略） 

（２）水防警報の伝達経路 

道が行う水防警報の伝達経路図は、次のとおりである。 

 

※  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 道が北斗市に通知する場合 

          

 

第４ 津波時の河川に関する水防警報 

（１）種類及び発表基準 

知事は、知事が指定した河川について水防警報を発表したときは、関係水防管理者その他水防に

関係ある機関に通知するものとする。 

水防警報の種類、内容及び発表基準は、次のとおりである。なお、水防警報「待機」は、気象庁

の津波警報が発表された場合、その発表時刻と同時に発表したものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道計画 

現状に即した

修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道計画 

文言整理 

 

 

 

 

北 海 道 
（維持管理防災課） 

北 海 道 
（危機対策課） 

渡島総合振興局 
（危機対策室） 

北海道警察 
（函館方面本部） 

渡島総合振興局 
（函館建設管理部） 

自衛隊 
（第２８普通科連隊） 

北斗市 
（総務部総務課） 函館地方気象台 

南渡島消防 

事務組合・ 

消防団 

函館開発建設部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡島総合振興局 
（函館建設管理部事業課） 

水防上の関係機関 

北 海 道 
（維持管理防災課） 

北 海 道 
（危機対策課） 

渡島総合振興局 
（危機対策室） 

北海道警察 
（函館方面本部） 

渡島総合振興局 
（函館建設管理部） 

自衛隊 
（第２８普通科連隊） 

北斗市 
（総務部総務課） 函館地方気象台 

南渡島消防 

事務組合・ 

消防団 

函館開発建設部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡島総合振興局 
（函館建設管理部事業課） 

水防上の関係機関 
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現 行 修 正（令和８年６月） 備考 

第５章 水位等の観測、通報及び公表 

第１節 水位の観測、通報及び公表 

（略） 

第２ 水位の通報 

道は、所管している観測所の水位が水防団待機水位（通報水位）を超えるときは、その水位の状

況を国土交通省「川の防災情報」、「市町村向け川の防災情報」ホームページに掲載することによ

り、関係機関に通報するものとする。 

なお、久根別川については上記１に記載されている氾濫注意水位前後における水位上昇等を踏

まえて北電七飯発電所に放流停止を要請する。この際の連絡調整は函館建設管理部が行う。 

 

第３ 水位の公表 

道は、管理する観測所の水位データを国土交通省「川の防災情報」及び「市町村向け川の防災情

報」ホームページに掲載することにより常時公表するものとする。  

情報システムによる河川水位の観測情報は、最短10分ごとに速報値として更新されている。 

水位観測所の水位が氾濫注意水位（警戒水位）を超えるときの公表は、前記ホームページに「河

川名・水位観測所名・所在地・水位状況等」を掲載することにより行うものとする。 

 

第４ 障害時の水位の通報 

道は、所轄する観測所の水位が次の各号のいずれかに該当し、回線途絶等の事由により上記ホ

ームページに観測値を掲載できないときは、「水位等通報系統図」に定める関係機関に通報するも

のとする。 

通報は、電話により行われ、これにより難いときは、ファクシミリまたは電子メールにより行わ

れる。 

（略） 

第２節 雨量の観測及び通報 

第１  雨量の通報 

道は所管する観測所の雨量を国土交通省「川の防災情報」、「市町村向け川の防災情報」をホーム

ページに掲載することにより関係機関に通報するものとする。 

第２  障害時の雨量の通報 

道は、所管する観測所の雨量が次の各号のいずれかに該当し、回線途絶等の事由により上記ホ

ームページに観測値を掲載できないときは、その雨量の状況を「水位等通報系統図」に定める関係

機関に通報するものとする。 

（略） 

第５章 水位等の観測、通報及び公表 

第１節 水位の観測、通報及び公表 

（略） 

第２ 水位の通報 

道は、所管している観測所の水位が水防団待機水位（通報水位）を超えるときは、その水位の

状況を国土交通省「川の防災情報」、「市町村向け川の防災情報」ウェブサイトに掲載することに

より、関係機関に通報するものとする。 

なお、久根別川については上記１に記載されている氾濫注意水位前後における水位上昇等を踏

まえて北電七飯発電所に放流停止を要請する。この際の連絡調整は函館建設管理部が行う。 

 

第３ 水位の公表 

道は、管理する観測所の水位データを国土交通省「川の防災情報」及び「市町村向け川の防災

情報」ウェブサイトに掲載することにより常時公表するものとする。  

情報システムによる河川水位の観測情報は、最短10分ごとに速報値として更新されている。 

水位観測所の水位が氾濫注意水位（警戒水位）を超えるときの公表は、前記ウェブサイトに「河

川名・水位観測所名・所在地・水位状況等」を掲載することにより行うものとする。 

 

第４ 障害時の水位の通報 

道は、所轄する観測所の水位が次の各号のいずれかに該当し、回線途絶等の事由により上記ウ

ェブサイトに観測値を掲載できないときは、「水位等通報系統図」に定める関係機関に通報するも

のとする。 

通報は、電話により行われ、これにより難いときは、ファクシミリまたは電子メールにより行

われる。 

（略） 

第２節 雨量の観測及び通報 

第１  雨量の通報 

道は所管する観測所の雨量を国土交通省「川の防災情報」、「市町村向け川の防災情報」をウェ

ブサイトに掲載することにより関係機関に通報するものとする。 

第２  障害時の雨量の通報 

道は、所管する観測所の雨量が次の各号のいずれかに該当し、回線途絶等の事由により上記ウ

ェブサイトに観測値を掲載できないときは、その雨量の状況を「水位等通報系統図」に定める関

係機関に通報するものとする。 

（略） 

 

 

 

 

 

道計画 

文言整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道計画 

文言整理 

 

 

国土交通省「川の防災情報」 

http://www.river.go.jp 

国土交通省 市町村向け「川の防災情報」 

http://city.river.go.jp 

国土交通省「川の防災情報」 

http://www.river.go.jp 

国土交通省 市町村向け「川の防災情報」 

http://city.river.go.jp 

http://city.river.go.jp/
http://city.river.go.jp/
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現 行 修 正（令和８年６月） 備考 

第６章 気象予報等の情報収集 

市（水防管理者）又は水防に関係する機関は、常に気象の状況に注意し、必要と認めるときは、水防

警報等の有無に関わらずインターネット、テレビ、ラジオ等により気象情報の収集に努めるものとす

る。 

市（水防管理者）又は水防に関係する機関は、水防活動の利用に適合する予報及び警報、水防警報等

が発表され叉は洪水及び高潮のおそれがあると認められる場合は、インターネットにより公開されて

いる気象庁ホームページや国土交通省「市町村向け川の防災情報」、一般向けの国土交通省「川の防災

情報」、テレビ、ラジオなどを活用し、気象、雨量、水位等必要な情報の収集に努めるものとする。 

（１）市町村向け情報提供     

名 称 ホームページアドレス 提供情報 

国土交通省 

「市町村向け川の防災情

報」 

（統一河川情報システム） 

https://city.river.go.jp/ 

 

雨量・水位情報、レーダー、

観測情報、水防警報、洪水予

報等 

国土交通省 

「海の防災情報」 

https://www.mlit.go,jp/kowan/ 

nowphas/ 
潮位・波高 

気象庁ホームページ https://www.jma.go.jp/ 気象情報、解析雨量、早期注

意情報（警報級の可能性）、気

象警報/注意報、アメダス、雨

雲の動き、今後の雨、キキク

ル（危険度分布）、流域雨量指

数の予測値等 

 

（２）一般向け情報提供 

名 称 ホームページアドレス 提供情報 

国土交通省 

「川の防災情報」 

https://ｗｗｗ.river.go.jp/ 

 

雨量・水位情報、レーダ

ー、観測情報、水防警

報、洪水予報等 

国土交通省 

「海の防災情報」 

https://www.mlit.go,jp/kowan/nowphas/ 潮位・波高 

北海道防災情報（防災

対策支援システム） 

https://www.bousai-hokkaido.jp/ 気象情報、避難情報、道

路情報、河川情報、メー

ル配信サービス 

函館地方気象台ホーム

ページ 

https://www.jma-net.go.jp/hakodate/ 気象情報、解析雨量、早

期注意情報（警報級の可

能性）、気象警報/注意

報、アメダス、雨雲の動

き、今後の雨、キキクル

（危険度分布）、流域雨

量指数の予測値等 

気象庁ホームページ https://www.jma-net.go.jp/ 

 

 

第６章 気象予報等の情報収集 

市（水防管理者）又は水防に関係する機関は、常に気象の状況に注意し、必要と認めるときは、水

防警報等の有無に関わらずインターネット、テレビ、ラジオ等により気象情報の収集に努めるものと

する。 

市（水防管理者）又は水防に関係する機関は、水防活動の利用に適合する予報及び警報、水防警報

等が発表され叉は洪水及び高潮のおそれがあると認められる場合は、インターネットにより公開され

ている気象庁ウェブサイトや国土交通省「市町村向け川の防災情報」、一般向けの国土交通省「川の防

災情報」、テレビ、ラジオなどを活用し、気象、雨量、水位等必要な情報の収集に努めるものとする。 

（１）市町村向け情報提供     

名 称 ウェブサイトアドレス 提供情報 

国土交通省 

「市町村向け川の防災情

報」 

（統一河川情報システム） 

https://city.river.go.jp/ 

 

雨量・水位情報、レーダー、

観測情報、水防警報、洪水予

報等 

国土交通省 

「海の防災情報」 

https://www.mlit.go,jp/kowan/ 

nowphas/ 
潮位・波高 

気象庁ウェブサイト https://www.jma.go.jp/ 気象情報、解析雨量、早期注

意情報（警報級の可能性）、気

象警報/注意報、アメダス、雨

雲の動き、今後の雨、キキク

ル（危険度分布）、流域雨量指

数の予測値等 

 

（２）一般向け情報提供 

名 称 ウェブサイトアドレス 提供情報 

国土交通省 

「川の防災情報」 

https://ｗｗｗ.river.go.jp/ 

 

雨量・水位情報、レーダ

ー、観測情報、水防警

報、洪水予報等 

国土交通省 

「海の防災情報」 

https://www.mlit.go,jp/kowan/nowphas/ 潮位・波高 

北海道防災ポータル https://www.bousai-hokkaido.jp/ 気象情報、避難情報、道

路情報、河川情報、メー

ル配信サービス 

函館地方気象台ウェ

ブサイト※気象庁ウェ

ブサイトへのリンク 

https://www.data.jma.go.jp/hakodate-c/ 気象情報、解析雨量、早

期注意情報（警報級の可

能性）、気象警報/注意

報、アメダス、雨雲の動

き、今後の雨、キキクル

（危険度分布）、流域雨

量指数の予測値、水害リ

スクライン等 

気象庁ウェブサイト https://www.jma-net.go.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

道計画 

文言整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アドレス変更 

 

https://www.data.jma.go.jp/hakodate-
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現 行 修 正（令和８年６月） 備考 

第２ 気象情報の種類 

  気象情報の種類は、次のとおりである。 

名 称 発 表 内 容 

（１）早期注意

情報（警報級の

可能性） 

5日先までの警報級の現象の可能性が[高]・[中]の 2段階で発表される。当

日から翌日かけては時間帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位

で、2日先から 5日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象地域（渡島地

域など）と同じ発表単位で発表される。大雨と高潮に関して、［高］又は

［中］が予想されている場合は、災害への心構えを高める必要があることを示

す警戒レベル１である。 

 

新設 

（２）地方気象

情報、府県気象

情報 

 気象の予報等について特別警報・警報・注意報に先立って注意を喚起する場

合や、特別警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防災上の注意を

解説する場合等に発表される情報。 

 大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、「線状降水帯」と

いうキーワードを使って解説する「顕著な大雨に関する〇〇地方気象情報」と

いう表題の気象情報が府県気象情報、地方気象情報として発表される。 

（３）台風に関

する気象情報 

 北海道地方への台風の影響が予想される場合に、住民に対して台風の状況の

周知と防災対策の必要性を喚起することを目的として発表する情報。 

（４）記録的短

時間大雨情報 

 大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨（１時間降

水量）が、観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の

雨量計を組み合わせた分析）され、かつ、キキクル（危険度分布）の「危険」

（紫）が出現している場合に、気象庁から発表される。 

 この情報が発表されたときは、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水・氾

濫といった災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際

に災害発生の危険度が高まっている場所については、キキクル（危険度分布）

で確認する必要がある。 

（５）竜巻注意

情報 

 積乱雲の元で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注

意を呼びかける情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激

しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに発表される情報。なお、

実際に危険度が高まっている場所については竜巻発生確度ナウキャストで確認

することができる。 

 また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、

その周辺でさらなる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まってい

る旨を発表される。この情報の有効期間は、発表から概ね 1時間である。 

（略） 

第２ 気象情報の種類 

  気象情報の種類は、次のとおりである。 

名 称 発 表 内 容 

（１）早期注意

情報（警報級の

可能性） 

大雨と土砂災害に切り分け、５日先までの警報級の現象の可能性が［高］、［中］の

２段階で発表される。当日から翌日にかけては時間帯を６時間、２日先は時間帯を１

２時間に区切って、天気予報の対象地域と同じ発表単位（渡島地方）で、３日先から

５日先にかけては日単位で、週間天気予報の対象地域と同じ発表単位（渡島・檜山地

方）で発表される。大雨と高潮に関して［高］又は［中］が予想されている場合は、

災害への心得を高める必要があることを示す警戒レベル１である。 

（２）時系列情

報（明日までの

警 報 等 の 見 通

し） 

市町村ごとに明日までにおいて、土砂災害、高潮等については警戒レベル相当情報

の発表が予測される時間帯を、それ以外の現象（大雨や暴風等）については警報等の

基準を超過すると予想される時間帯をそれぞれ３時間単位で提示し、１日４回（05

時、11時、17時、23時）情報更新される。 

（３）北海道地

方気象情報、渡

島・檜山地方気

象情報 

 気象の予報等について特別警報・危険警報・警報・注意報に先立って注意を喚起

する場合や、特別警報・危険警報・警報・注意報が発表された後の経過や予想、防

災上の注意を解説する場合等に発表される情報。 

 大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、「線状降水帯」という

キーワードを使って解説する「顕著な大雨に関する〇〇地方気象情報」という表題

の気象情報が北海道気象情報、渡島・檜山地方気象情報として発表される。 

（４）台風に関

する気象情報 

 北海道地方への台風の影響が予想される場合に、住民に対して台風の状況の周知

と防災対策の必要性を喚起することを目的として発表する情報。 

（５）記録的短

時間大雨情報 

 大雨警報発表中に数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨（１時間降水

量）が、観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計

を組み合わせた分析）され、かつ、キキクル（危険度分布）の「危険」（紫）が出

現している場合に、気象庁から発表される。 

 この情報が発表されたときは、土砂災害や低地の浸水、中小河川の増水・氾濫と

いった災害発生につながるような猛烈な雨が降っている状況であり、実際に災害発

生の危険度が高まっている場所については、キキクルで確認する必要がある。 

（６）竜巻注意

情報 

 積乱雲の元で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を

呼びかける情報で、雷注意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風

の発生しやすい気象状況になっているときに発表される情報。なお、実際に危険度

が高まっている場所については竜巻発生確度ナウキャストで確認することができ

る。 

 また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その

周辺でさらなる竜巻等の激しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を発

表される。この情報の有効期間は、発表から概ね 1 時間である。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

新たな防災気

象情報に伴う

修正 
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現 行 修 正（令和８年６月） 備考 

第７章 ダム・水門等の操作 

第１ ダム・水門等 

（略） 

（２）河口部・海岸部の水門・閘門（津波、高潮） 

河口部・海岸部の水門・閘門の管理者は、常に当該施設が十分その機能を発揮できるよう努め

るとともに、特に、水防活動時においては、適正な操作を行い、水害の軽減、防止に努めるもの

とする。 

河口部・海岸部の水門・閘門の管理者は、大津波警報、津波警報が発表された場合には安全確

保のため直接操作させないなど、操作員の安全確認を最優先にしたうえで、各施設の操作規則等

に基づき、的確な操作を行うものとする。 

（略） 

 

第８章 通信連絡 

（略） 

第４ 連絡を要する団体等 

（略） 

機  関  名 
連絡責任者 

（代理者） 
所 在 地 

通 信 系 統 

第 1系統 第 2系統 第 3系統 

北海道電力ﾈｯﾄﾜｰｸ

（株） 道南統括支店 
企画総務グループ 

函館市千歳町 25番 15号 

〒040-8670     Tel:22-4111 

Fax:22-2516 

〃 〃 
 

（略） 

第７章 ダム・水門等の操作 

第１ ダム・水門等 

（略） 

（２）河口部・海岸部の水門（津波、高潮） 

河口部・海岸部の水門の管理者は、常に当該施設が十分その機能を発揮できるよう努めると

ともに、特に、水防活動時においては、適正な操作を行い、水害の軽減、防止に努めるものとす

る。 

河口部・海岸部の水門の管理者は、大津波警報、津波警報が発表された場合には安全確保の

ため直接操作させないなど、操作員の安全確認を最優先にしたうえで、各施設の操作規則等に

基づき、的確な操作を行うものとする。 

（略） 

 

第８章 通信連絡 

（略） 

第４ 連絡を要する団体等 

（略） 

機  関  名 
連絡責任者 

（代理者） 
所 在 地 

通 信 系 統 

第 1系統 第 2系統 第 3系統 

北海道電力ﾈｯﾄﾜｰｸ

（株） 道南統括支店 
企画総務グループ 

函館市千歳町 25番 15号 

〒040-8670     Tel:22-2511 

Fax:22-2516 

〃 〃 
 

（略） 
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電話番号修正 

 


